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2017年度（平成29年
度）の全国の消費生活
相談窓口に寄せられ
た消費生活相談件数
は、93.7万件で、2016
年度の89.1万件に比
べて増加しました。架
空請求に関する相談
が増加したことが影
響しています。千葉県
内の相談件数も2017
年度49,001件で、県
内の相談も前年度の
47,061件から増加し
ました。

○20歳未満に比べ成人になる20歳代では相談が急増します。成人した若者がターゲットになっていることがうかがえます。民法改正によ
り2022年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。中学生、高校生のうちから実生活に結びついた知識が必要と
なってきます。
○60歳以上の相談は全体の40.7％と割合が大きく、2008年度（平成20年度）の25.7％から約1.6倍に増加しています。高齢化が進む中、
高齢者の消費者被害が拡大しています。
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消費生活相談の現況
1 全国の消費生活相談件数の推移

（注）架空請求の件数は2000年度以降集計

国民生活センター 「2021年度のPIO-NETに見る消費生活相談の概要」（令和4年8月9日発表）より
＊PIO-NET（パイオネット）全国消費生活情報ネットワークシステム

２ 千葉県内の消費生活相談の年代別割合
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・20歳代の相談割合は、20歳未満に比べ約４倍になっています。成人すると消費者トラブルに巻き込まれることがうかがえます。
2022年4月から成年年齢が18歳に引き下げになり、中学生や高校生のうちから実生活に結びついた知識が必要となっています。

・70歳代が15.3%と最も多く、次いで５０歳代、６０歳代となっており、６０歳代以上の割合は全体の４割近くを占めています。

３ 千葉県内の商品・サービスごとに見た相談の状況 20２１年度（令和３年度）

商品一般 携帯電話に「宅配業者を騙る
不在通知」や「通販業者を騙る料金未
納」がSMS（ショートメッセージサービス）で届
いたり、「身に覚えのない商品代金未
納のハガキが送り付けられた」など、
商品を特定できないものに関する相談

他の健康食品 「1回限りと思い購入し
たら、定期購入だった」などの相談

役務その他サービス「火災保険を使って
住宅の修理工事をしないか」などの相
談

2021年（令和3年）
度の全国の消費生活セ
ンターに寄せられた消
費生活相談件数は
84,37万件となり、前
年度と比べ約10万件
減少しました。架空請
求の相談、新型コロナ
関連の相談等が減少し
たためです。2021年
の千葉県内の相談件数
も48,618件で前年に
比べ10.8％減少しまし
た。
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